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はじめに
　市民性教育（citizenship education）は 1990 年代以降，
世界のさまざまな国・地域において学校教育の主要なテー
マとしてその適切な制度化・運用がめざされている分野で
ある．日本を含めた広範な国・地域でこの分野が注目され
るようになった大きな契機は，1999 年にイングランドの
中等学校で教科 Citizenship が必修化されたことであった．
実践化をめざした研究や取り組みも盛んになってきている．
　市民性教育それ自体の定義や含意については本論に譲る
が，「市民性」という語自体のわかりにくさ，なじみの薄
さもあって，日本では一部の専門家をのぞけば課題が共有
されにくいことも確かである．同時に，学校教育の基本的
な構成枠組である教科（subject / discipline）との整合性
において不明瞭な部分が多く，実践化する際にそれがネッ
クとなることが予想される．たとえば日本の現行の教育課
程でいえば，市民性教育は社会（小・中学校），公民（高校）
という教科ときわめて密接なかかわりを有すると考えられ
るものの，内容のみならず教育目標や学習方法の点からみ
ても既存の教科内に収まりきれるものではないし，道徳の
時間（小・中学校），総合的な学習の時間（小・中・高等

学校），特別活動（同）といった教科以外の枠組（非教科
的領域）の活用も視野に入れなければ十分な運用にはなり
えない．そして，それらの教科・領域の内部で処理するの
ではなく，学校の教育課程全体を視野に入れ，再検討する
ことを通じて，市民性教育が取り組もうとしている教育課
題への接近が可能になるといえるだろう．
　本稿では，教科・領域といった教育課程の構造に着目し，
市民性教育が理念の段階ではなく実際に教育活動として機
能するのに必要かつ十分な条件がどのようなものであるか
を検討する．その際，筆者が主要な研究対象としてきたフ
ランスをはじめ，いくつかの国・地域の事例を手がかりと
して考察を進めるが，当然のことに学校教育のあり方や教
育課程の成り立ちは当該国・地域の歴史的・文化的背景あ
るいは社会状況に由来する教育課題によって相違がみられ
ることを念頭に置かなければならない．したがって，ある
国のしくみに利点がみられるからといってそれをそのまま
日本に移植するべきだといった直線的な思考は，市民性教
育の実践化にとってむしろ妨げになるものだと考えている
ことを付言しておく．
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Problèmes pédagogiques de l’éducation à la citoyenneté et de ce programme
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１．市民性教育の「課題」とその社会的背景
　先にも触れたように，市民性教育という分野への認識
が共有されにくい最大の要因は，そこに冠された市民性

（citizenship / citoyenneté）という概念がほんらい欧州の
歴史社会的なコンテキストの中で発生し，展開されてきた
政治的・法的概念であるという点であろう．そこで，まず
は市民性教育という分野ないしテーマの輪郭をある程度明
らかにし，そこに共通する教育課題を抽出するとともに，
論者において重ならない部分やそれぞれに固有の部分にも
注目しておきたい．なお，言語間における語意の違いを考
慮して，本稿において筆者は「市民性」という暫定的な訳
語を一貫して用いているが，以下本節の表記については参
照した文献等の用法に従う．
　比較教育学の嶺井明子氏はシティズンシップ教育につい
て「社会の構成員であるシティズン（市民）に必要な資質
を育成する教育」と定義する．「市民」「シティズンシッ
プ」の定義は時代や社会状況により異なるためその内実は
静的に概念規定することが困難だが，批判的思考力，問題
解決能力をもち民主的参加をなしうる行動的市民（active 
citizen）の育成という点で各国に共通点がみられる，とす
る 1）．水山光春氏は社会科教育の観点から，「人間や社会
の変化（政治離れ，共同体意識や公共性の危機）への危機
感を背景に，それぞれのシティズンシップ論にもとづいて
実践される教育」と規定し，全体として知的で教養豊かで
賢明な市民（informed citizen）という点にとどまるので
はなく，能動的・積極的・活動的な市民（active citizen）
の育成へと重心が移りつつある点を指摘している 2）．いず
れも社会を担う市民の育成，その市民に必要とされる知識
や能力の育成をめざす教育であることが説明されている
が，「シティズンシップ」の定義を慎重に回避しているため，

「それぞれの」という部分が不明瞭なままである．
　一方，岸田由美・渋谷恵両氏はシティズンシップを，法
的な地位である「市民権」と，それを行使する人間に求め
られる資質や技能を指す「市民性」がともに包含される概
念であるとし，シティズンシップ教育は，望ましい「市民
性」を子どもたちに育てるものであるとした 3）．古賀は以
前に，欧州由来の政治的・法的概念である市民性について，
現代の学校教育に導入される際の含意に即して分類・整理
を試みているが 4），そこでも市民性が地位（拙稿では「市
民としての要件」と表現）と資質の両面を含むものである
とした．ただ，地位ないし要件（政治的・法的な）として
の市民性についても，それを適切に行使するためには直
接その内容を知識として理解する必要があると考えられ，

「シティズンシップ教育」を資質や技能の育成に収斂させ
て考えるのは早計であるように思われる．拙稿でも示した
ように，市民性という日本語の語感には，社会性や感受性
といった人間の資質を直接に指すイメージが強くあり，市
民性の「育成」という考え方が共有されやすいのであろ
う．しかし，たとえばフランスでは「育成する」（former）
という動詞の目的語となるのは市民（citoyen）であり市

民性（citoyenneté）ではない．市民性教育という表現も，
éducation à la citoyenneté すなわち「市民性への教育」と
され，各人が保持するべき市民たる地位・要件としての市
民性に学習者を接近させ，その内容や行使のあり方を教育
するものであることがそこから読み取れるのである．日本
の社会科の目標である「公民的資質の基礎を養う」5）とい
う表現にみられるように，教育活動のねらいを示す際に私
たちはともすれば「資質」に傾きがちであるが，欧州の事
情に学んで，そこは少し広めに構えておくほうがよいので
はないか．
　その欧州各国の市民性教育を比較分析した近藤孝弘氏
は，大筋において「これまで民主主義教育というような言
葉で語られてきた既知の内容ばかり」であると捉え，「結
局のところ私たちの教育が目指すのは，曖昧に定義される
民主主義を前提とした市民の育成以外ではありえないこと
を示唆していよう．むしろ，このような自明の教育目的を
語る際に，敢えて市民性教育という落ち着きの悪い言葉が
使われているところに，ヨーロッパ諸国で従来の民主主義
教育が想定していたのとは異なる事態と課題が確認されて
いる様子がうかがわれる」と見解を述べた 6）．先に 2 つの
事典の記述について「シティズンシップ」の定義が回避さ
れていると述べたが，近藤氏の指摘を参酌するならば，定
義があいまいになりがちで欧州にあっても「落ち着きの悪
い」語をあえて用いていること，そしてそこには近年に特
有の困難な社会的・教育的課題が横たわっていることが
はっきりしてくる．その「課題」についてここで整理して
みよう．ひとまずは欧州の社会状況に即したものであるが，
日本における「課題」との異同についても慎重に考えてみ
たい．
　最初に挙げるべきは，欧州社会の基本的枠組であった国
民国家の相対化である．欧州統合が進んで国家ないし各国
政府の機能が限定化されたり，欧州連合諸機関に移譲され
たりしていることはもちろんであるが，移民の流入などに
より従来は均質で一体不可分とされてきた各国内部の多様
性がもはやフィクションとしてすら担保されなくなってき
たことが大きい．現在の公教育の基礎となっているのは，
その国民国家のまさに形成期につくられた「国家が（均質
で一体不可分の）国民を育成する」という論理であるが 7），
前述の変化に伴ってナショナル・アイデンティティが変容・
変質を余儀なくされると，教育の前提も大きく変わらざる
をえない．そこにみられるのは，従来の国家への帰属のみ
ならず，より小さな単位であるローカルな地域や，より大
きな単位である欧州への帰属を同時に意識する多元的アイ
デンティティの構築をめざす教育と，そうした情勢変化ゆ
えにかえってナショナル・アイデンティティの再構築をめ
ざす教育の両方である．
　次に，現代における民主政治の危機という認識が共有さ
れていることが挙げられる．都市国家の時代と異なって近
代国家では政治の規模が大きくなり，参政権とはいって
も選挙で代表者を選出する他に「参政」の手立てを見失
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いがちである．現代ではそこに，政治課題の個別化・専門
化，官僚制の肥大化と行政国家化，マス化の進行といった
事態が重なり，ポピュリズムの危機すら惹起する．民主政
治の本義を取り戻さなければ政治が劣化し，社会的課題を
真に解決するどころかより悪化させてしまうことが懸念さ
れる．二度の世界大戦を経験した欧州では，そうした政
治の劣化への危機意識が非常に強いのである．加えて，東
西冷戦の終結に伴って，旧東欧諸国が真に民主的な政治運
営を獲得することが期待されている．民主主義の運用経
験に乏しいこれらの地域をロシアの影響下から引き離し
て「欧州の仲間」として抱き取るには，ここでも民主政治
の本義への着目が不可避である．両者に共通するのは参加

（participation）というテーマである．前述の 2 事典が能
動的な市民の育成という傾向を指摘しているのはまさにこ
の点にかかわる．
　社会経済的な点からみれば，グローバル化との関係も
あって市場主義の論理が社会を覆いつつあることも背景と
して見逃せない．いまやその「市場」は一国で完結するも
のではありえず，人々は無限にも見える巨大な市場の中で，
自己責任による行動をとりつづけるほかない．そのため，
そうした社会経済に関する知識と，そこで各自の権利義務
あるいは行動のあり方を学ばせることこそ，公教育の重要
な使命であるということになる．市民性教育における「参
加」は，前述のように政治的文脈で用いられることが多い
が，選挙には行かなくとも消費行動と無縁な人は存在しな
いように，社会経済的な意味での「参加」もまた重要なファ
クターとなるのである 8）．
　O. オスラーと H. スターキーは，とくにグローバル化と
いう情勢に焦点を当て，その中でシティズンシップのあり
方が変容しつつあることを踏まえ，従来の「国によるシティ
ズンシップのための教育の不適切さ」を克服して，グロー
バル化する世界に参加する準備をおこなわせる努力，「コ
スモポリタン・シティズンシップのための教育」を提起し
ている．そこから読み取れるのは，（1）「国家による教育」
という従来の公教育観が相対化され，視点の移動が求めら
れていること，（2）「参加」が教育目標の主軸となること，

（3）グローバル化ということを背景にして，もはや「コス
モポリタン・シティズンシップ」という次元を想定するべ
きであること，であろう 9）．もっともそうした見方につい
ては，国家の相対化ということに懐疑的な立場からしばし
ば批判があるように，グローバルないしコスモポリタンと
いう広がりをもつ「世界」ははたして市民の帰属先，アイ
デンティティの根ざす土台になりうるのかという点や，国
家に基礎を置く市民性との整合性（共存可能性や相互関係
など），そして何よりも，国家が果たしてきたような教育
主体としての役割をいずれのセクターが担うのかという肝
心の点が見えてこないことなど，留保すべき点は少なくな
い．
　これまでのところを整理すると，近年の欧州で市民性教
育がある種の緊要性をもって受け止められている背景に

は，政治・経済・社会の各分野における状況の変化があり，
従来の「国家による教育」では新たな教育課題に取り組む
ことが困難であるという共通認識がある．そこで持ち出さ
れる「参加」という概念については，国政選挙や地方選挙
での投票や限定的な住民自治への参加ということでは不十
分であり，新たな―そして多様な―方法による社会参加の
あり方が模索されるのは当然であろう 10）．
　以上のような欧州の状況に照らして日本の事情を振り返
ると，欧州統合や移民流入に相当する動きはあまりみられ
ず，欧州各国が直面しているような人種・言語・宗教など
の多様性問題についても，さしあたり喫緊の課題とは受け
止められていない．他方で，共同体の変容ないし磨耗，す
なわちアイデンティティの根ざすべき帰属先が流動化して
いる点や，行政国家化やマス化がもたらす民主政治の危機
という点では，ほぼ同種の困難がみられる．後述するよう
に，日本の教育政策では上記の困難を，個々人の心情や国
の伝統に根ざした「道徳」の教育によって解決しようとい
う方向性がみられるが，解決をめざす教育課題と教育課程
など実施枠組との対応関係を検討する上で，興味深い対比
といえよう．

２．教科教育と市民性教育
　本稿冒頭で触れたように，イングランドでは 20 世紀末
に Citizenship を新しい必修教科として設置した．労働党
ブレア政権のとき成立したこの教科は，その後においても
市民性の定義や教育の方向づけをめぐる左右の論争などが
みられたが，数度の改定を経て今日も重要な教科として維
持されている．この教科に関する最新のナショナル・カリ
キュラムは 2013 年 11 月のものである（なお連合王国の公
教育はイングランド，スコットランド，ウェールズ，北ア
イルランドの Country ごとに制度や内容が異なる．ここ
でいう national はイングランドの意味）．キーステージ 3
および 4（12 ～ 16 歳）における Citizenship のねらい（aims）
は次のように説明されている 11）．
◦  連合王国がどのように統治されているか，その政治制

度，そしてその民主的な統治機構に市民がどのように
参加するのかということに関する健全な知識・理解を
獲得させること．

◦  私たちの社会における法と司法のしくみ，および法が
どのようにつくられ実施されているかに関する健全な
知識・理解を高めること．

◦  ボランティアや他の責任ある行動への参加に対する関
心やコミットメントを高め，おとなになってそうした
活動に参加できるようにすること．

◦  政治的な諸問題を批判的に思考し，討論するためのス
キルを獲得させ，それによって自分たちのお金を日々
の基準や将来の経済的ニーズに即した計画を立てるこ
とを可能にすること．

　ここでは，政治機構に関する知識・理解ということにと
どまらず，市民（参政権を有する共同体の成員という意味
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で，近い将来の学習者自身のことでもある）がそこにどの
ようにかかわっているのかを示している．この教科の設置
が発議された当初は，共同体への義務や責任を強調する傾
向が強かったが，2007 年以降，民族的・文化的多様性が
誰の目にも明らかになっている現状を踏まえ，人種やエス
ニシティではなく自由・責任・公正といった価値の共有を
基軸とする英国のアイデンティティを構築することがめざ
されるようになった 12）．今般のナショナル・カリキュラ
ムもその主旨を受け継ぎ，中等学校最終段階の学習内容と
して，生徒が「連合王国における国家的・地域的・宗教的・
民族的アイデンティティと，相互の尊重および理解の必要
性」について思考することが求められている 13）．
　ところで，いま見たような教科の内容は，日本の社会科
のそれとかなりの部分で重なることに気づくだろう．ナ
ショナル・アイデンティティの定義という部分に関して，
前述した日欧の状況の違いなどから日本の社会科でほとん
ど問題になっていない面はあるにしても，この「教科」が
民主主義の母国ともいうべき英国で 21 世紀に入って初め
て実現したというのは意外な印象すらある．実は欧州の公
教育，ことに中等教育を検討する際には，国民国家の形成
期にあっては，それが A エリートのため，彼らの高等教
育への準備を図るための教養的な教育機関，B 非エリー
トのため，彼らが近代社会の各方面に就業し勤務できるよ
うにするための実業的な教育機関という，大きく分けて 2
種類の系譜をもつものであったことをまず想起しなければ
ならない．国内に居住するすべての子どもを対象とする初
等教育が，可塑性を十分にはらみつつも学習意思・動機が
明瞭でない児童期のうちに，国民形成に不可欠のナショナ
ルな知識や価値観を注入していたのに対し 14），中等教育
にはそうした統一的なねらいはなかった．上記 A・B の
いずれにおいても，政治制度やそこへの参加といったテー
マは重要なものとみなされなかったのである．日本の教育
課程に歴史や地理を包摂した「社会」科が現れるのは占領
期の 1948 年のことであるが，戦前の日本もまた上記 A・
B の構造を共有していたのであり，敗戦と，完全単線型教
育制度をもつアメリカによる占領という事情がなければ，
英国などと似た展開をたどった可能性はある．
　フランスは，1975 年に中等教育の制度的単線化を実現
し，1980 年代以降は日本をモデルとした「バカロレア
80% 目標」（同世代の 8 割以上を高卒水準にまで教育する）
が国家目標として採択されてきた．国民国家形成期に，「国
家（共和国）の成員」としての市民を育成する教科として
設定された小学校の公民教育（instruction civique　1960
年代以降，新教育思想の影響などから，知識伝達よりも全
人的教育の意味の強い éducation civique に改称．2008 年
以降は公民・道徳教育 instruction civique et morale）は，
前期中等教育段階においても必修化された．しかし，そこ
には中等教育ならではの困難があった．欧州ことにフラン
スの中等教育は，上記 A すなわちかつてのエリート教育
の文化を引く部分が多く，教師は教科の，さらにはその親

学問の専門家であるという自覚と実質が強かったのであ
る．したがって，専門的な知識を伝達するのではなく，社
会と自身との関係を思考させ社会参加のための実際的スキ
ルまではぐくもうとする教育を担うにはきわめて不十分で
あった．公民教育は歴史 - 地理の教師が担当するケースが
ほとんどで，いきおい歴史や地理に対して付属的に扱うか，
実際にはほとんど取り上げないことすらあり，市民育成と
いう点では機能していなかった．
　英国やフランス，そして欧州の事情に即してみるならば，
中等教育の対象となる年代（いわゆる青年期）は，近代の
ある時期までは公教育ではなく，共同体や中間団体によっ
て人格形成や社会参加への準備促進がおこなわれていた．
本来は公教育の対象外であったからこそ，統一的な教育課
題は設定されず，エリートと非エリートの制度的分立が長
くつづき，いってみれば階層別に異なった社会参加への意
識づけだけでよかったのである．また，政治参加に関して
は，有産階級や男性の優位性が，制度的には克服されたの
ちも実態や意識の上で存続し，初等教育と異なって政治参
加への臨場感が高まっていく中等教育段階での民主的な覚
醒を，むしろ抑制する保守的な傾向もみられた．時代が下っ
て，大きな社会変化に直面した欧州社会は，市民の（とく
に若い世代の）真の参加がなければいよいよ存続しえない
という危機感にいたったといえるだろう．その際に，かつ
てのエリート教育がそうだったように，個別かつ専門的な
知識を伝達していけば，学習者個々の中でそれが消化され，
統合・総合化されて，おとなの市民としての態度やスキル
におのずと展開していくということは期待できない．中等
教育がすべての人を対象とすることになったとき，以前か
らそうであった初等教育とは異なって，学ばれる知識は

（「子ども仕様」ではないという意味で）専門的でありつつ，
同時に外部的・他律的ではなく学習者である生徒の当事者
性を喚起するようなものでなくてはならないのであり，そ
の点できわめて高度な教育課題をはらむことになる．英仏
の事例でみたような中等段階での「教科」の設置は，ある
面で固陋な学校に対して半ば強制的に実践課題を突きつけ
るものであり，実効性という意味で当を得たものである．
しかし，能動的（active）な市民を育成するとしながら，（国
家による）強制的な教科の学習を起点とするのでは，教師
の教科専門性の問題（政治学・経済学など社会科学系統の
専門家ではあっても，教育や発達の専門家とはいいがたい）
ともあいまって，期待する成果を得られないという懸念が
生じる．そこで教えられた知識が記憶されたとしても社会
参加などの実践化・態度化には必ずしもつながらないとい
うことは，誰もが経験的に知るところである．この点は，
中等教育の制度的単線化と社会科の必修化が早い時期に達
成された日本でも共有される事情といえよう．
　以上のように，市民性教育の効果を十分なものにするた
めには，それ専用の教科を設置して，その枠組内でさまざ
まな学習に取り組ませるというだけでは明らかに不足して
いる．そこで，学校の教育課程全体を見直して，複数の教
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科にまたがる課題を設定したり，非教科的な領域に一定の
役割を課したりすることがめざされることになる．

３．非教科的領域の学習と市民性教育
　先にみたように，市民性には，地位・要件という面と
資質・倫理を指す面とが包摂されると考えられている．
経験的／規範的と表現する場合もほぼ同じニュアンスで
ある 15）．学校における市民性教育もこうした市民性の性
質に直接的にかかわる．市民性教育の立案にも関与して
いるフランスの教育学者 E. プレラは，市民性教育に帰属

（appartenance）と参加（participation）という 2 つの面
を設定している 16）．プレラは後者を「ホモ・ポリティク
ス」すなわち政治的人間を育成するものにほぼ限定して捉
え，ある共同体に帰属することが成員の政治参加を必然的
に導くとして，公教育がそれに資することを期待する．彼
によれば，フランスの中学生は小学生と異なり，表現の自
由や集会結社の自由を完全に有していることから，その段
階における公民教育こそが生徒の政治参加のあり方を規定
するという．中学校の市民性教育は，（1）教科としての公
民教育，（2）月に 1 回，1 時間設けられる学級活動の時間

（Heure de Vie de Classe），（3）学校内のさまざまな決定
機関（instances de l’établissement）への参加，という 3
つの柱で実践される．このうち（2）（3）が非教科的領域
であり，（1）の公民教育において自分たちの地位や権利・
義務についての知識を得るのと並行して，政治参加の経験
を積むことが期待されているのである．
　学級活動の時間は，日本の現行制度でいえば特別活動の
うちの学級活動（高校ではホームルーム活動）にほぼ相当
する．生徒たちの発言の場であり，調整の場にもなる 17）．
全生徒がそこへの参加を通じて学習経験を積む．これに対
して，決定機関への生徒の参加というのは日本の学校教育
では通常みられないしくみであり，直接には代表（délégué）
に選ばれた生徒が任務にあたり，それ以外の生徒は代表を
選出することを通じて自分たちの主張を通したり，利害
の調整を図ったりする．代議制の実践的経験ということ
ができよう．彼らが参加できるのは，学校経営にかかわ
る運営評議会（Conseil d’administration），教師たちが生
徒の成績などを判定する学年評議会（Conseil de classe），
停学・退学などの処分を決定する規律評議会（Conseil de 
discipline）など，まさに学校の枢要な部分にかかわる決
定機関である．よく知られるように，日本の特別活動（学
級活動・生徒会活動など）は，J. デューイ流の民主社会形
成のための実践的領域として設定されながらも，徐々に生
徒の主体的な活動の領域が狭められ，基本的には学校経営
とはパラレルな部分，生徒内部での活動に完結させられて
いるが 18），擬似政治ではなく自分たちの成績や身分にか
かわるリアルな決定や利害調整の場に直接・間接に参加す
ることで，ときに座学の公民教育をしのぐ教育効果がもた
らされ，あるいは公民教育で得られる「知識」が当事者感
覚を伴うものへと変移する可能性がある．

　ところで，1990 年代以降，日本の総合的な学習の時間（小
学校 3 年～高校）のような教科横断的な学習領域が各国で
注目され，取り組まれてきた．フランスの中学校では「横
断的学習」（travaux croisés），「発見の過程」（itinéraires 
de découverte）というように，名称や内容を変えながら
存続してきたが，2012 年の改訂で教育課程上から消滅し
た 19）．筆者は以前に，フランスにおける教科への信頼の
厚さと，ゆえに非教科的領域の実践化が困難であるという
事情を指摘したが 20），そうした「壁」はなおも解消され
ないようである．これに対して，日本の総合的な学習の時
間は，2002 ～ 03 年の実施開始以降，批判や困惑の声もあっ
たが教育課程内に定着をみたといってよいだろう．この「時
間」は，「自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体
的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育成す
るとともに，学び方やものの考え方を身に付け，問題の解
決や探究活動に主体的，創造的，協同的に取り組む態度を
育て，自己の生き方を考えることができるようにする」21）

という目標を見れば，市民性教育の考え方に近接するもの
と考えることができ，また日本における実践化に際しては
最も有力な枠組として想定できる．ただ，フランスと異なっ
て，教科を通じた知的学習と並行した学習活動が十分にお
こなわれるかといえば，実際には相当な危うさをはらんで
いるといわざるをえない．日本の中等教育においてもやは
り教科専門性の壁は高く，教師が自分の専門の外に出て，
他の分野との融合や横断を図ろうとしない傾向がある．こ
れは「教科の専門家」の育成を基本的に企図している教員
養成上の問題でもある．教師が「知識を教える」という思
い込みが強固であれば，生徒の学習に寄り添うというスタ
ンスを取りにくいことにもなろう．また，日本においては
知的総合よりもシンプルな「体験学習」に走りがちであり，
そこで得られた経験が知的な学習とは無関係のままになっ
てしまうことも強く懸念される．

４．市民性教育と全面主義的教育課程
　フランスで市民性教育の必要性，緊要性が高まったのは
1990 年代のことである．背景には欧州統合の加速と，移
民問題を明らかな背景とした学校・生徒の荒廃（学校暴
力 violence scolaire など）があった．制度的単線化に伴う
中等教育の普遍化に，内容・方法面が追いついていないこ
とが問題の深刻さを広げた一因である．教科としての公
民教育は，ともすれば政治制度の知識を学ぶことに終始し
がちであったが，中学生にとって身近なものとはいいがた
く，また彼らの反社会的行動を抑止する効果はほとんどな
かった．そこで，一方では公民教育の軸足を政治制度から
法的地位（権利・義務）の問題へと移して，生徒の当事者
意識との関連づけを図るとともに 22），他方では市民の育
成を一教科（公民教育）に閉じ込めるのではなく学校教育
全体の目標に据えるという方針転換を図った．各教科で学
ばれる知識（savoirs disciplinaire）は公民教育の目的に重
ねられ，全体として市民育成に資するものとされたのであ
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る 23）．たしかに，すべての人は「各人の市民性を行使で
きる」ことを保障されなくてはならない 24）．そのためには，
単に社会的諸制度の知識や，それに関するスキルを学ぶだ
けでは不十分である．「学校＝市民を育成する場」という
認識から出発するとき，あらゆる教科・領域がそれに資す
るものになるというのは，当然の論理であろう．
　「帰属」としての市民性にかかわるフランス語の運用能
力の確実な習得や歴史・地理の学習がまずそこに寄与する
ことはいうまでもないが，お互いを尊重し，多様性や平等
を体感し，ルールの遵守や運用を学び，チームとして活動
することを通じた協調性やリーダーシップを学べる体育・
スポーツ（フランスの教科名は éducation physique et 
sportive）の貢献もきわめて大きなものとなる 25）．日常的
な教科学習の場でも，グループ学習や討論などの教育方法
を工夫することで，市民としての自覚や資質の向上に間接
的に寄与することが予想される．
　市民の育成という課題に向けた取り組みの機会が，公民
教育という一教科から，学校教育全体での活動へと広がっ
たとき，フランスでは「市民性への教育」（éducation à la 
citoyenneté）という語を使用しはじめた．表現がいささ
か散文的なのはフランス語の特徴にもよるのだが，教科名
称ではなく学校全体をつらぬく「教育課題」としての意味
合いが強かったことがここからうかがえる．ただ，当初は
小学校で教科としての公民教育を時間割から外し，全教育
活動を通じてその目標を達成せよという極端な変更がある
など混乱もみられた 26）．その後，小・中・高等学校とも，
教科としての公民教育を教育課程の中にしっかりと位置づ
け，その上で全教育活動を通じた市民の育成を図るという
方針を採るにいたっている．
　市民性教育を特定の教科に負わせる方法は，意図した内
容を確実かつ効果的に学ばせるという意味では機能しやす
いし，その評価も比較的容易であるが，他の教科・領域と
の関連づけが等閑視され，学んだ内容が「一教科の知識」
に矮小化されて，真に望まれる未来の市民としての自覚に
いたりにくい．また，教科のみだと，どうしても他律的・
主知的な学習に傾きがちであり，生徒が主体性や当事者意
識を獲得しにくくなる．一方，全教育活動を市民性教育の
場であるとする考え方は，全体目標を教師・生徒が共有し，
さまざまなアプローチでの実践を通じて，まさに能動的で
多元的な市民性へといたる可能性をもっているが，逆に目
的意識が散漫になり，どの教師ないし教科・領域も実質的
には市民性教育にかかわらないという状況を生みやすい．
　ここで中間的な結論を述べるならば，市民性教育の目的
に照らして，特定の教科にそれを負わせる方法も，全教育
活動にその目的を溶け込ませる方法も重大な欠点をはらん
でいるのであり，教科・非教科的領域を個々別々に運用す
るのではなく教育課程全体を統合的・弾力的に運用するた
めのしくみが不可欠だといえる．
　さて，以上のようなフランスの市民性教育の実施枠組は，
日本の小・中学校における道徳教育のそれにかなり類似し

ている．戦後の日本では，教科「修身」を通じた戦前期の
道徳教育の反省に立って，特定の教科を設定せず学校の教
育活動全体を通じて道徳性の育成を図るとする，いわゆる
全面主義道徳教育が採用された．しかし 1958 年の学習指
導要領で，全面主義の大方針を維持しつつも小・中学校で
は週 1 時間の「道徳の時間」を設定（「特設」）するという
方針に転換した．このため道徳は，全教育活動を通じて取
り組まれ，かつ道徳の時間がそのハブ的な役割（国の表現
では「要」の位置）を果たすことになって，今日にいたっ
ている．
　全面主義＋道徳の時間という現状の枠組では，実質的に
教科のような役割を果たしている道徳の時間にかかる負担
が大きくなること，全面主義といいながら各教科・領域と
の対応・接合関係がうまく機能しにくいことなどが指摘さ
れている 27）．教科担任制を採る中学校では，道徳は，ど
うしても外付け的，せつな的で，教師の個人的な経験に依
存した非系統的なものになりがちである．この点で，前述
したフランスの市民性教育と類似した構造をもつことは明
らかである．ただし，道徳教育と市民性教育とでは，その
性質はかなり異なっており，教育課程の成否を同列で論じ
ることは危険である．
　日本の道徳教育は，小・中学校全学年を通して，「自分
自身に関すること／他の人とのかかわりに関すること／自
然や崇高なものとのかかわりに関すること／集団や社会と
のかかわりに関すること」という「4 つの視点」で構成さ
れている 28）．4 つ目の視点は明らかに市民性教育に通じる
ものがあるが，これとても教科としての社会科とは切り離
されたものであり，特別活動との有機的な関連づけも不十
分であることから，ともすれば知識からも実践からも遊離
した「精神・気持ち」といった情意の次元にとどまりがち
である．そして，日本ではこのほど小・中学校の道徳の時
間を，数値化による評価を伴わない「特別の教科」に格上
げ（教育課程の上では格下げ）することになった．特設の「時
間」でなく拘束性の強い「教科」とすることで実質を向上
させうると判断したわけであるが，これまでみたことから
類推できるように，教育課程全体の統合的運用や他教科・
非教科的領域との連動といった部分で「後退」するのでは
ないかという懸念を否めない．欧州諸国が経験している，
帰属先となる共同体の動揺（国家の相対化）が，いまのと
ころさほど深刻には受け止められておらず，「日本」とい
う安定した枠組の中で，これも安定した（と考えられてい
る）徳目を教えたいとする発想があるのではないだろうか．

おわりに
　以上みたように，市民性教育が，従来の教科教育やその
背景にあった国民国家時代の公教育と一線を画して，市民
としての地位・要件を知り，そこでの活動指針や行動スキ
ルを実践的に獲得させようとする方向に発展しようとすれ
ば，教育課程全体の見直し，捉えなおしは避けて通れない．
その際に，教科の構造を温存してその外側でのみ新たな試
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みをおこなうとか，逆に特定の教科を設置してそこにのみ
課題を負わせるということは明らかに適切ではない．
　教育課程を単純に比較すれば，イングランドの中等教育
は教科設置型に，フランスは教科・非教科領域の並立型と
いうことができる．しかし，歴史の教員が実際には公民系
教科を担当するケースが少なくないことや，メディアや地
域コミュニティ，アソシアシオン（フランスの非営利的結
社）の存在など，学校の教育課程を取り巻く条件・状況ま
で含めて検討するとき，そうした評価はさらに相対化され
る．市民性教育の課題に取り組んでいくためには，学校内
外にまたがる教育活動の一端を担う教師個々に，教育課程
の基本的な考え方がさらに共有されることが，今後ますま
す望まれているといえよう．
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